
1 

 

「茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン」の評価について 

 

1.「茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン」について 

地域に根差した住まいづくりを展開するため、住まいに係る課題を明らかにし、市民・民間事業者・行

政が連携、協働しながら課題の解決をめざす「茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン」(以下「本プラン」

といいます。)を平成２６年３月に策定しました。 

本プランは、都市計画や福祉・環境・防災など広範囲に渡る住宅に関連する分野について、より合理

的かつ効果的に住宅政策を進めるための行動計画であり、「湘南茅ヶ崎らしい様々なライフステージに

応じた住まい方ができるまち」を将来像として、その実現のため３つの方針と、１０年後の目標、17の取組

（参考資料２参照）を定め、施策を推進してまいりました。 

 

2.評価の目的と手法について 

本プランは平成２６年度から令和５年度までの１０年間を計画期間とし、１７の取組に基づく施策の「検討・

準備」「試行」「実施」について、短期（２年以内）、中期（６年以内）、長期（１０年以内）と定めております。 

短期末や中期末においては、施策の推進確認について、附属機関である「住まいづくり推進委員会」に

諮問し、答申をいただいてまいりました（参考資料３、４参照）。 

 

期末評価は、本プランでの成果や問題点などを考察し、次期プランへの課題としてつなげることを目的に、

市による検証と「住まいづくり推進委員会」による検証内容の確認の２段階を経て行います。 

まず、市において、１０年間で行うとした施策の進捗確認に加え、市民意識調査や統計データに基づく目

標の達成状況を検証します。そのうえで、「住まいづくり推進委員会」より、市による検証内容の妥当性を

確認していただき、今後の方向性について答申を受け、公表することといたします。 

3つの方針の相関 

◆本プランの期間（10年間）◆ 

長期（10年以内） 

短期（２年以内） 
中期（6年以内） 

目標年度：令和 5年度 基準年度：平成 26年度 

期末評価 
   進捗確認 進捗確認 済 済 

資料３ 

令和４年度第１回 

茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会 
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１）実施事業評価 

本プランのプログラム（スケジュール）に基づき１０年間で行うとした３つの方針における１７の取組に基づ

く施策を対象に、事業の取組状況を検証します。達成度につきましては、「A：事業をおおむね実施し、成果

があがった」。「B：事業をおおむね実施し、今後成果は見込める」。「C：事業を実施したが、成果はあがらな

かった」。「D：事業を実施できなかった」とします。 

 

評価シート例 

 

・「住まい制度」ガイドブックの発行

　平成２８年に住まいに関する市の制度や支援メニューを中心にまとめた冊子

　「住まい制度」ガイドブックを発行しました。

　毎年情報の更新を行うとともに、市HPへの公開や関係課への送付を実施

　することで、広く市民に活用され、住宅・住環境向上の一役を担いました。

・「住まいの相談窓口」の周知

　住まいに関する要望や相談を伺い、適切な部署、期間につなぐ「住まいの

　相談窓口」（平成２８年度開始）での対応について、関係課や地域包括支

　援センターに制度の周知を行うことで、高齢者の利用割合が年々増加し活

　用の促進につながりました。

※H29年1~3月分は、H29年に含まれています。

・「茅ヶ崎市居住支援協議会」の設立

　令和４年４月に設立した「茅ヶ崎市居住支援協議会」では、高齢者への居住

　支援について、協議会会員へ広く制度の利用を促し、連携体制を整えました。

達成度

取組１　高齢者など住まいの相談窓口と情報提供

取組状況

A

「住まいの相談窓口」件数

本市は、人口のピークを間近に控える中、年齢偏差では、６５歳以上の高齢者

が増加しております。居住支援協議会を活用し、地域の専門家や民間事業者な

どの連携も含めて、高齢者などへの住まいの制度の積極的な周知を進めること

が必要です。

取組遂行上の

課題

方針１【安心して住み続けられる住まいづくり】

施策２．高齢者などへの住まい制度の周知と活用促進

市の担当課やその他の関連機関で取り組んでいる、高齢者などへの住まい

に関する制度をわかりやすく紹介するとともに、活用の促進を図ります。
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２）１０年後の目標達成状況  

本プランが示す３つの方針における１０年後の目標について、市民意識調査や統計データに基づき、住ま

いを取り巻く本市の状況や市民の意識の変化を確認し、成果を検証します。達成度につきましては A：アク

ションプラン策定時から値が上昇。B：アクションプラン策定時から値が横ばい。C：アクションプラン策定時

から値が下降とします。 

 

評価シート例 

 

 

　住宅において耐震化率は本プラン策定以降上昇しています（図表１）。また、バリア

　フリーに関する設備の設置状況におきましても、全体数が増加しており（図表２）、

　一定の目標を達成しております。

【出典】茅ヶ崎市耐震改修促進計画改定資料より

【出典】H25・H30住宅・土地統計調査

①高齢者や障害者が居住する住宅の耐震化やバリアフリー化が進んで

いる。

（図表１）建築物の種類別耐震化率の推移

方針１【安心して住み続けられる住まいづくり】

達成度 A【10年後の目標】
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（図表２）専用住宅における高齢者のための

各設備の設置状況の推移

手すりがある またぎやすい高さの浴槽

廊下などが車いすで通行可能な幅 段差のない屋内

道路から玄関まで車いすで通行可能 なし
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３）実施事業に対する「住まいづくり推進委員会」による答申 

実施事業に対する「住まいづくり推進委員会」による答申では、市による実施事業評価を踏まえ、本プラ

ンのプログラム（スケジュール）に基づき１０年間で行うとした１７の取組に基づく施策を対象に、方針毎に検

証を行います。施策の検証は、茅ヶ崎市住まいづくりアクションプラン期末評価に対する諮問への答申によ

り行うこととします。達成度は市の実施事業評価と同様とします。 

 

評価シート例 

 
 

４）スケジュール 

期末評価のスケジュールにつきましては、次回の「第２回茅ヶ崎市住まいづくり推進委員会」において、

市の評価案をお示しする予定です。実施事業状況や、目標の達成状況に対するご意見等いただきながら、

議論を深め、次年度の住まいづくり推進委員会の中で次期プランにつながる課題等を含め、答申をいただ

くことといたします。なお、次期プランは令和５年度末の策定を目指し、現在作業を進めております。 

 

 

達成度

方針１【安心して住み続けられる住まいづくり】

今後、増加する高齢者や障がい者などが安心して地域で住み続けられるよ

う、住まいと暮らしのセーフティネットを構築します。

住まいづくり

推進委員会

からの意見

R4 R5

１１月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ７月 8月

住まいづくりアクションプラン改定作業（基礎調査・分析・課題整理・素案作成）

●住まいづくり

推進委員会

（現行評価：諮問）

現行アクションプランの評価とりまとめ

●住まいづくり

推進委員会

（現行評価：継続）

●住まいづくり

推進委員会

（現行評価：継続）
（次期計画素案：諮問）

●住まいづくり

推進委員会

（現行評価：答申）
（次期計画素案：継続）


